
様式（１）-①

都市再生整備計画（第2回変更）
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目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 140 ha

平成 30 年度　～ 令和 4 年度 平成 30 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
都市全体の再編方針（都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方を含む、当該都市全体の都市構造の再編を図るための方針）　※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

　地区内は全て市街化区域となっているが、古くからの商店街、住宅地、農地が混在した土地利用となっている。また、地区の南部には圏央道坂東ＩＣが開通し、地区北部には坂東インター工業団地の整備が行われており、生活利便性の向上や就業
機会の増加による住民の増加、活力・賑わい等の創出が期待されている。

　本地区周辺には、圏央道坂東IC、坂東インター工業団地が整備され、広域交通網、就業の場の整備が行われているが、地区内の公園や道路等の環境整備、既存商店街の活性化が十分に行われていないため、地区内人口の減少や活力、賑わい
の停滞が発生しており、前述のIC及び工業団地整備の効果が十分に発揮されていない状況にある。
　地区内の道路、公園整備、商店街における高質空間の創造により、地区の魅力や活力、賑わいを向上し、地区内住民や、新規移住の住民が暮らしやすい環境を創出する必要がある。

【坂東市都市計画マスタープラン】　平成27年3月策定

将来像：みんなが元気で笑顔になれる都市:坂東
　　　　　将来像の視点1　「多様な交通環境に恵まれフットワークの良い元気な坂東」
　　　　　将来像の視点2　「自然と歴史の中ではぐくまれた田園都市を次世代に引き継ぐ坂東」
　　　　　将来像の視点3　「住み続けてみんなが安心できる災害に強く生活満足度の高い坂東」

自然と調和する地域づくり
○生活基盤の整備による地区住民が暮らしやすい環境づくり
○既存商店街の整備による地区の魅力や活力、賑わいの向上

　　本地区は、茨城県坂東市の北部に位置し、猿島地域の中心地区として利用されてきた地区であり、古くからの商店街、住宅地、農地が混在した土地利用となっている。地区内は市街化区域となっており、居住誘導区域とすることで、近接する工業
団地への就業者の定住促進を図ることで区域内の人口増加による活力・賑わい等の創出が期待できる。

都道府県名 茨城県 坂東市 沓掛地区

計画期間 交付期間 4



都市構造再編集中支援事業の計画　※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。
都市機能配置の考え方

都市再生整備計画の目標を達成するうえで必要な誘導施設の考え方

都市の再生のために必要となるその他の交付対象事業等

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人 H29 R4

棟 H29 R4

件 H29 R4商店街営業店舗数 既存商店街（市道沓掛129号線沿線）の営業店舗数 まちなかの商店街を活性化し、営業店舗数の減少を食い止める 21 21

地区内住宅数 地区内の住宅（戸建・アパート・店舗兼住宅等含む) 地区の生活環境の向上により住宅数の維持が見込まれる 815 815

地区内人口 地区内の人口 地区の生活環境の向上により人口維持が見込まれる 3,246 3,246

地区内にある未利用地を活用し、道路の整備を行い生活利便性を向上させる。また、地区内の公園を整備することで周辺環境の向上を図ることで居住誘導区域内への定住促進につながる。
さらに、地区内にある商店街の街路灯の整備による賑わいを創出する。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

・中心市街地は、公共交通の結節機能、衰退しているものの商店街など金融関係の支店等を中心とした経済機能、市役所や高校等の公共公益機能をもとより有しているところであるが、本市全体で見られる人口減少、高齢化の傾向に対応するため
日常生活を支えるサービス機能の維持・増進の強化を図る。
・また、旧猿島地域の市街地においては、近接する工業団への就業者の定住促進を図る。
・既成市街地外縁部については、人口減少、高齢化の傾向がみられるため、日常生活を支えるサービス機能、地域コミュニティの維持、公共交通の維持・強化を図る。



整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
・生活基盤の整備による地区住民が暮らしやすい環境づくり

　立地適正化計画の居住誘導区域に指定されている本地区で、道路や公園を整備することにより、当該地区近隣の圏央道坂東IC、坂東インター工業団
地の整備により増加が見込まれる住民及び、既存の住民にも住みよい環境づくりを行う。

○道路（基幹事業）
　・市道沓掛191号線・193号線の整備
○公園(基幹事業)
　・地区公園（1か所）の整備

・既存商店街の整備による地区の魅力や活力、賑わいの向上

　既存商店街中心部の交差点への交差点留まり整備、商店街内市道への街路灯整備を行い、地区住民が訪れやすい環境を整え、地区の中心地として
の魅力、活力の向上を図る。
　居住誘導区域として、商店街の賑わいを向上し、住民が快適に暮らせる環境を維持する。

○道路（基幹事業）
  ・市道沓掛129号線の整備（交差点溜りの整備)
○高質空間形成施設(基幹事業)
　・市道沓掛129号線の街路灯整備（21か所）



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市構造再編集中支援事業） 様式（１）-④-１

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路改良 交差点溜り整備 坂東市 直 1か所 30 2 30 2 15 15 15 0 15 －

道路改良 市道沓掛191号線 坂東市 直 L＝173.3ｍ 2 4 2 4 48 48 48 0 48 －

道路改良 市道沓掛193号線 坂東市 直 L＝200.3ｍ 2 4 2 4 54 54 54 0 54 －

地区公園 坂東市 直 32,300㎡ 30 4 30 4 100 100 100 0 100 －

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設 街路灯整備 坂東市 直 21か所 1 2 1 2 9 9 9 0 9 －

高次都市施設 地域交流センター

観光交流センター

まちおこしセンター

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

誘導施設 医療施設

社会福祉施設

教育文化施設

子育て支援施設

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 226 226 226 0 226 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0 …B

合計(A+B) 226
（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

所管省庁名

（いずれかに○） 事業期間

（参考）事業期間 交付期間内事業期間
規模

全体事業費

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費規模

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業 事業箇所名 事業主体

事業 事業箇所名 事業主体 直／間
細項目

地域創造
支援事業

国費率 0.444

（参考）事業期間

交付対象事業費 226 交付限度額 100.30

事業

市道沓掛129号線

しど谷津公園

規模

まちづくり活
動推進事業

事業活用調
査

沓掛地区　市道沓掛129号線

住宅市街地総合整備事業

細項目
交付期間内事業期間

直／間事業主体事業箇所名



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

沓掛地区（茨城県坂東市） 面積 140 ha 区域
坂東市沓掛字西村東、西村中、西村南、西村北の全部及び、深井、中北、根
古内、西村西の各一部

計画区域

居住誘導区域

基幹道路

凡　例

至：坂東市岩井 

至：結城市 

 沓掛地区都市再生整備計画 
 A=１４０ha 


